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１．事業概要
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② 施　設　
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③ 料　金

＜料金表＞

④ 組　織

（２）

計 画 給 水 人 口 17,130

現 在 給 水 人 口 7,587
法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）

㎥／日

　 町内に散在する水道施設の維持・管理等を適切に運営するため、正職員5名と臨時・嘱託職員1名を配置しています。また、専門的資格、知識等の習得や施設特性に
習熟した職員が必要になることから、在職年数が比較的長くなる傾向にあり、年齢の高い職員の割合が多くなっています。　また、合理化に資するため、検針・水質検査や
浄水場の管理等については、業務委託を実施しています。今後も、積極的に業務委託の拡充、広域化及び広域連携等を検討します。

これまでの主な経営健全化の取組

　当事業は昭和５０年代には1水道事業、６簡易水道事業で運営してきましたが、平成5年度に6簡易水道事業を3簡易水道事業に統合し合理化に努めてきました。さら
に、平成29年４月からは1上水、3簡易水道事業を１上水に統合し、広域化・合理化を図っています。また、平成19年度には水道事業、平成20年度には簡易水道事業の
「公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画」を策定し企業債の繰上償還を行い、経営の健全化に向けて経費の縮減に取り組みました。　更に、公
営企業アドバイザー事業等の国や県の諸制度を活用し、経営健全化に取り組んでいます。また、将来の広域化や相互支援体制の確立のため、公益法人日本水道協会
青森県支部と連携し、青森県水道事業広域連携西北地区会議に積極的に参加、検討するものとします。

平 成 17 年 4 月 1 日
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様式第１号

鰺ヶ沢町　　　　　　　　　　事業経営戦略
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   現行の水道料金については、用途別（家庭用、営業用、団体用、湯屋営業用、団体用、工業用、船舶給水用、臨時用）料金を採用
しています。　その料金設定は、用途別の基本料金と超過料金により構成されています。なお、全給水区域内での料金については従
前から同一に設定されています。また、メーター使用料につきましては平成6年の水道料金改定時に廃止しています。また、現行料金
につきましては、資産維持費相当額が含まれているとはいいがたい状況にあります。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 37.25

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 8,133

供 用 開 始 年 月 日 平 成 29 年 4 月 1 日

水 源

水 道

用途

家庭用 8 ㎥まで 2,514 円
8 ㎥を超え

10 ㎥まで 2,723 円 292 円
営業用 10 ㎥まで 3,457 円 366 円
湯屋営業用 100 ㎥まで 16,761 円 167 円
団体用 10 ㎥まで 3,195 円 345 円
工業用 10 ㎥まで 3,457 円 366 円
船舶用 1 ㎥まで 350 円 350 円
臨時用 10 ㎥まで 3,980 円 398 円
共用 10 ㎥まで 2,305 円 292 円

料金
基本水量
(1箇月) (基本を超える水量1㎥につき)

超過料金基本料金
(1箇月)

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

給水人口の予測

      流動比率が低く支払能力が脆弱であることから、更新事業の実施には主に企業債を活用している状況にあります。そのため、各種引当金の計上等の対策を講じる必
要があります。　また、効率化については、全面的なダウンサイジング化を検討し、効率性の向上対策を検討します。
　 給水原価は高いことから抜本的な費用削減対策を実施する必要があります。料金回収率が費用削減対策を講じても100％を下回る場合には料金改定を検討します。
施設利用率は昨年より減少し平均値を下回っており、また、有収率も昨年より増加はしたものの、依然平均を下回っていることから管路更新等の実施、施設改修等の対策
を実施します。
【別紙資料1参照､経営比較分析表(令和３年度)】

　水需要は、その水需要主体の水使用行動の変化によって変わるものと考えられるため、その水需要主体の類似したものに分類して予測することが有効である。このた
め、ここでは水需要を以下の用途に分類して、それぞれ将来水需要量（使用水量）を予測しています。　令和３４年度には令和４年度の50％まで減少すると予測していま
す。
①　 生活用水
②　 業務営業用水（入浴施設・老人ホーム・病院・スーパーマーケット）
③　 工場用水（農作物加工場・自動車部品製造工場）
④　 その他用水（現場仮設等臨時用水量）
【別途資料2参照､給水人口及び給水量一覧表】

　 当水道事業は、昭和３５年３月に創設され、その後は生活水準の向上に伴う水需要に対応するため、3回の変更認可を経て、現在に至っています。
　 従前から効率的な事業運営、経営基盤の強化に努めていますが、施設更新事業費の増加や近年の少子高齢化に伴う人口減少、地方の景気低迷、官公庁施設の統
廃合縮小撤退等による料金収入の減少と事業経営を取り巻く環境は一段と厳しい状況になっています。
　 今後も困難な経営状況が続くものと予測されますが、地方公営企業は独立採算制を経営の基本原則を踏まえ長期的な展望に立った安定給水こそが最大の住民サー
ビスであることから、事業水道事業の経営については、当該地域の自然的社会的諸条件に応じた施策の策定及び実施にあたり、企業一般に通ずる経営原則としての合
理性と能率性を十分に発揮し、公共福祉の増進に寄与することを基本理念とし、時代の変化や住民ニーズの変化に的確に対応しつつ、常に自ら経営改善に積極的に取
り組み、水道事業の安定的な運営を図ります。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

料金収入の見通し

　料金収入については、現行料金が令和１年10月１日のまま推移しております｡
①収益的収支試算結果
   営業収支においては損失を生じているが、補てん財源で一般会計からの繰入金をうけて全体では収益を計上しております。今後、人口減少等による料金収入の減少や
光熱費等及び燃料代、修繕材料費等の高騰も踏まえ、社会情勢にも注視しながら料金見直しの検討を行います。
②資本的収支試算結果
   計画期間における資本的収支については、工事請負費及び企業債償還のための不足額に対する補てん財源として、一般会計から企業債元金償還に充てるための繰
入金、建設改良工事の施工のため内部留保資金を充当し今後も事業を継続していくことが可能であります。
【別途様式第２号参照】

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

目 標
　財政計画に記した施設整備(令和5年度～令和14年度)を重点的に行い。その後投資試算計画（長期目標60年後　令和5年度～令
和65年度）を計画的に推進し、施設の更新率及び耐震化率の向上を目標とします。緊急を要する課題として、鯵ヶ沢浄水場の更新事
業を最優先とし、その後、管路の耐震化及び更新を行い、管路経年化率の減少を目指します。

投資計画
・施設更新計画　R5～R65年度
・配水管更新　R10～R65年度
財政計画
・鯵ヶ沢浄水場施設更新事業　R6～R8年度（耐用年数超過及び水害対策）
[調査及び設計：令和６年度、更新工事：令和７～８年度]※予備年として令和９年度を設定
・配水管布設替事業　R10～R14年度（耐震化及び経年率の減少）

   従来から活用している経営指標の職員１人当り給水人口及び職員１人当り給水収益を踏まえ､より生産性を高めるものとします｡また､業務委託の見直しや業務委託の拡
充による更なる人員削減を検討します。この人員削減に対応するため、より高度な専門技術を持ち、臨機応変に対応できる少数精鋭の専門組織を目指します。
   さらに、今後も広域化及び広域連携等を検討します。また、需要者である住民に対して、開かれた水道事業を目指して各計画の広報について、速やかにホームページ
や広報誌等により周知し、住民からの意見聴取を図ります。特に議会に対しては、協議会や説明会等による各計画の周知・説明で十分な理解と協力を求めるものとしま
す。

水需要の予測

　給水人口の予測については、計画目標年次を令和４年度から30年後の令和34年度とします。予測方法について、計画行政区域内人口はコーホート要因法(出生・死
亡・移動等の変動要因に基づく）にて推計を行っています。計画給水区域内人口は、行政区域内人口と同じ減少率で推移するものとし、計画給水人口は、計画給水区域
内人口に計画普及率を乗じて計画を行っています。　令和３４年度には令和４年度の55％まで減少すると予測しています。
【別途資料2参照､給水人口及び給水量一覧表】

組織の見通し

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

・委託料に関する事項：包括的民間委託等を検討している。なお、現在委託しているものは、施設管理関係（配水場管理、警備保障、電気保安点検等）、水質検査委託（原水・浄水）、収納関係（検針・口
座振替等）、事業関係（大規模事業等の設計・工事監理委託）となっています。
・修繕費に関する事項：施設関係（建築施設・機械設備・電気計装設備・管路施設）と多岐に渡り、経費削減のため当該水道事業直営による修繕も多くなってきています。更に動力費は燃料費及び電気
代の高騰を見越し、R5年度で20％の上昇を見込んでおります。
・職員給与費に関する事項：経営指標においても生産性が低いことから、委託の見直し等により、給与費の削減をするものとしています。

   経営戦略期間を令和４年度から令和14年度までの10年間とし､ＰＤＣＡサイクルを継続し５年毎に見直しをするものとしま
す。また、５年毎の見直しについては、見直し前３年間程度の実績を踏まえ、評価・検討・改善したものを新たな10年間の
経営戦略に更新するものとします。
  なお、この間に重大な変更事由があった場合にはその都度、見直し更新するものとします。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　水需要予測において、給水人口及び給水量の減少等を調査・検討し、水道施設及び管路の計画的な更新を進めダウンサイジン
グ・スペックダウンなどの「投資の合理化」、徹底した経営の効率化並びに健全化を進める「経営基盤の強化」に取り組んでいきま
す。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

 　施設・設備については、水需要予測に対応した合理化、効率化を検討します。管路についても、水需要予測及び管網計算に基づ
いた口径縮径で効率化を図ります。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組
 　緊急時への対応として、「水道危機管理マニュアル」の見直しや、過去に大規模被災した日本海中部地震を教訓に、緊急時連絡
管等を整備すると共に、緊急用資材等も計画的に確保します。

費用負担の平準化を図り､計画的な運用を目指します｡

   独立採算制を経営の基本原則としていることから､受益者負担の原則に基づき､適正な料金設定による給水収益の確保に努め､
基準内繰入を原則とします｡

  将来の広域化や相互支援体制の確立のため、公益社団法人日本水道協会青森県支部と連携し、青森県水道事業広域連携西北
地区会議に積極的に参加、検討するものとします。

広 域 化

   過去の実績及び社会経済情勢の推移を踏まえ、水需要予測と施設計画に基づいた合理的な必要費用と資本経費を適切に算定
する総括原価を基本とし、独立採算、受益者負担の原則により、供給単価が給水原価を下回らないこととすることから、計画想定外
の収入減少時には、速やかに料金改定を検討します。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

 遊休資産の売却については、山間地に多く所有し無償貸与地が多いことから計上していません。

そ の 他 の 取 組 水道加入金や給水管新設･改良の設計審査､完成検査等の各種手数料について､適性の可否について検討します｡

企 業 債

繰 入 金

   PFI導入についての調査を検討します。設計、施工監理、監督業務委託の導入を検討します。収納業務等の業務委託導入の検討
をします。

施設、設備の適切な点検、修繕計画に基づき、長寿命化を図り投資の平準化を検討します。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

目 標

水道料金をもって経営を行う独立精算を基本とした運営を行うとともに、経常的なコストの削減、国庫補助金等の活用と一般会計から
の繰入金及び水道料金の改定により財源確保に務め、収支均衡を図ります。

②　収支計画のうち財源についての説明

水道料金については、人口減少等による料金収入の減少が見込まれることから、現在の料金体系の収入では財源が不足するため、水道料金改定を行う必要があります。
料金改定にあたっては、当町財政部局と協議しながら一般会計繰入金を繰入したうえ、使用者の負担増に配慮しながら、累積欠損金が発生する令和8年度改正を見込
み、検討・準備していくものです。しかし、現段階では具体的な料金改定の計画は無く、更にコロナ渦が明け、国内情勢を見極めた判断が必要となると思われるため、収支
計画には料金改定を計画として計上しておりません。
また､企業債については､企業債償還金が減少傾向にありますが、今後は安易な活用を見直し長期的視野に立ち活用することを目指します。特に借入種類や償還期限､
借入利率の選択関係については､十分調査検討するものとします｡
繰入金については、国の繰出し基準に基づいた「基準内分」を計上し、基準内分を差し引いた旧簡易水道建設改良費に係る経費を「基準外分として計上しています。（な
お、基準外分については、当町財政状況や水道料金改定を踏まえ、適宜財政部局と協議するものです。）
また､資産の有効活用については十分検討するものとします｡
今後の国庫補助金等については､該当となる事業が減少して来ていることから､計上していません｡







年度 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ34

単位 実績 現在 目標年度

給水人口 (人) 7,587 7,290 4,020 ▲ 55 ％

一日最大給水量 (㎥/日) 4,168 4,700 2,355 ▲ 50 ％

現在(Ｒ4)から目標年度
(R34)における減少率

給水人口及び一日最大給水量 (鰺ヶ沢町)

給水人口及び給水量 (鰺ヶ沢町)
給水人口及び給水量 全体 ← 計画期間 →

 区　分 ← 推計期間 →

 年　度 単位 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34

 行政区域内人口 （人） 11,450 11,175 10,899 10,665 10,408 10,161 9,920 9,613 9,373 9,156 8,740 8,560 8,380 8,200 8,030 7,860 7,690 7,520 7,350 7,200 7,040 6,890 6,730 6,580 6,410 6,240 6,060 5,890 5,720 5,590 5,470 5,350 5,220 5,100 4,980 4,850 4,730 4,610 4,490 4,360 4,240

 給水区域内人口 （人） 10,392 10,182 9,926 9,820 9,601 9,375 9,154 8,893 8,675 8,480 8,120 7,950 7,810 7,640 7,510 7,350 7,200 7,050 6,900 6,760 6,620 6,470 6,340 6,200 6,040 5,900 5,720 5,570 5,410 5,290 5,170 5,060 4,940 4,820 4,720 4,610 4,470 4,370 4,260 4,130 4,020

 給水人口 （人） 9,279 9,112 8,537 8,506 8,184 7,980 7,875 7,830 7,723 7,587 7,290 7,170 7,070 6,950 6,850 6,740 6,620 6,500 6,380 6,280 6,180 6,060 5,960 5,840 5,710 5,590 5,460 5,330 5,200 5,090 5,000 4,900 4,810 4,700 4,630 4,540 4,410 4,330 4,230 4,110 4,020

 普及率 （％） 89.3 89.5 86.0 86.6 85.2 85.1 86.0 88.0 89.0 89.5 89.8 90.2 90.5 91.0 91.2 91.7 91.9 92.2 92.5 92.9 93.4 93.7 94.0 94.2 94.5 94.7 95.5 95.7 96.1 96.2 96.7 96.8 97.4 97.5 98.1 98.5 98.7 99.1 99.3 99.5 100.0

 給水戸数 (戸) 3,819 3,745 3,762 3,713 3,704 3,678 3,657 3,613 3,603 3,574 3,433 3,376 3,329 3,272 3,225 3,173 3,117 3,060 3,003 2,956 2,909 2,852 2,805 2,748 2,687 2,631 2,569 2,508 2,447 2,395 2,352 2,306 2,262 2,211 2,178 2,136 2,074 2,037 1,990 1,933 1,891

一人一日平均使用水量 （ℓ/人日） 178 177 184 182 189 192 191 190 192 193 193 193 193 192 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

一日平均使用水量 （㎥/日） 1,653 1,615 1,574 1,552 1,545 1,535 1,508 1,485 1,484 1,461 1,408 1,382 1,363 1,337 1,322 1,301 1,278 1,255 1,231 1,212 1,191 1,169 1,148 1,125 1,102 1,079 1,054 1,028 1,000 978 960 941 922 901 888 870 846 830 811 788 770

一日平均使用水量 （㎥/日） 668 632 609 606 588 580 556 571 508 481 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552

工場用水量 一日平均使用水量 （㎥/日） 27 33 22 22 20 12 11 11 10 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

一日平均使用水量 （㎥/日） 1 1 0 1 3 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 一人一日平均使用水量 （ℓ/人日） 253 250 258 256 263 267 264 264 259 258 272 273 274 275 276 278 279 281 283 284 285 287 289 291 293 295 298 300 302 305 306 309 311 313 315 318 322 324 327 331 334

一日平均使用水量 （㎥/日） 2,349 2,281 2,205 2,181 2,156 2,130 2,077 2,070 2,004 1,956 1,980 1,954 1,935 1,909 1,894 1,873 1,850 1,827 1,803 1,784 1,763 1,741 1,720 1,697 1,674 1,651 1,626 1,600 1,572 1,550 1,532 1,513 1,494 1,473 1,460 1,442 1,418 1,402 1,383 1,360 1,342

 無収水量 （㎥/日） 79 31 19 154 139 49 81 101 269 1 4 7 9 12 14 17 18 19 23 22 27 29 29 32 31 34 34 36 36 39 41 40 42 41 42 42 44 45 45 46 46

計 （㎥/日） 2,428 2,312 2,224 2,335 2,295 2,179 2,158 2,171 2,273 1,957 1,984 1,961 1,944 1,921 1,908 1,890 1,868 1,846 1,826 1,806 1,790 1,770 1,749 1,729 1,705 1,685 1,660 1,636 1,608 1,589 1,573 1,553 1,536 1,514 1,502 1,484 1,462 1,447 1,428 1,406 1,388

 無効水量 （㎥/日） 1,181 1,158 1,410 968 784 941 650 819 687 1,073 1,048 990 945 896 857 813 775 734 696 662 627 594 562 532 502 472 444 416 389 365 342 321 299 278 259 241 221 203 187 169 154

 一日平均給水量 （㎥/日） 3,609 3,470 3,634 3,303 3,079 3,120 2,808 2,990 2,960 3,030 3,032 2,951 2,889 2,817 2,765 2,703 2,643 2,580 2,522 2,468 2,417 2,364 2,311 2,261 2,207 2,157 2,104 2,052 1,997 1,954 1,915 1,874 1,835 1,792 1,761 1,725 1,683 1,650 1,615 1,575 1,542

 一人一日平均給水量 （ℓ/人日） 389 381 426 388 376 391 357 382 383 399 416 412 409 405 404 401 399 397 395 393 391 390 388 387 387 386 385 385 384 384 383 382 381 381 380 380 382 381 382 383 384

 一日最大給水量 （㎥/日） 4,364 4,457 4,294 4,941 4,238 4,194 3,886 4,417 3,639 4,168 4,700 4,566 4,466 4,351 4,267 4,169 4,076 3,973 3,880 3,795 3,717 3,633 3,552 3,473 3,387 3,311 3,230 3,149 3,062 2,994 2,933 2,871 2,807 2,740 2,694 2,639 2,571 2,522 2,468 2,407 2,355

 一人一日最大給水量 （ℓ/人日） 470 489 503 581 518 526 493 564 471 549 645 637 632 626 623 619 616 611 608 604 601 600 596 595 593 592 592 591 589 588 587 586 584 583 582 581 583 582 583 586 586

 有収率 （％） 65.1 65.7 60.7 66.0 70.0 68.3 74.0 69.2 67.7 64.6 65.3 66.2 67.0 67.8 68.5 69.3 70.0 70.8 71.5 72.3 72.9 73.6 74.4 75.1 75.8 76.5 77.3 78.0 78.7 79.3 80.0 80.7 81.4 82.2 82.9 83.6 84.3 85.0 85.6 86.3 87.0

 有効率 （％） 67.3 66.6 61.2 70.7 74.5 69.8 76.9 72.6 76.8 64.6 65.4 66.5 67.3 68.2 69.0 69.9 70.7 71.6 72.4 73.2 74.1 74.9 75.7 76.5 77.3 78.1 78.9 79.7 80.5 81.3 82.1 82.9 83.7 84.5 85.3 86.0 86.9 87.7 88.4 89.3 90.0

 負荷率 （％） 82.7 77.9 84.6 66.8 72.7 74.4 72.3 67.7 81.3 72.7 64.5 64.6 64.7 64.7 64.8 64.8 64.8 64.9 65.0 65.0 65.0 65.1 65.1 65.1 65.2 65.1 65.1 65.2 65.2 65.3 65.3 65.3 65.4 65.4 65.4 65.4 65.5 65.4 65.4 65.4 65.5

実績

その他水量

生活用水量

営業業務用水量
有
効
水
量

有
収
水
量



様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 215,351 235,323 229,827 226,992 223,964 222,218 220,370 217,095 214,417 211,622 209,979 206,965
(1) 213,665 230,468 228,137 225,302 222,274 220,528 218,680 215,405 212,727 209,932 208,289 205,275
(2) (B)
(3) 1,686 4,855 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690

２． 50,789 72,023 59,957 61,980 61,667 79,644 103,776 106,398 121,657 124,327 120,421 118,758
(1) 24,478 45,164 31,664 32,193 31,883 49,860 73,992 76,614 91,873 94,741 91,409 89,866

24,478 45,164 31,664 32,193 31,883 49,860 73,992 76,614 91,873 94,741 91,409 89,866

(2) 25,974 26,504 27,933 29,427 29,424 29,424 29,424 29,424 29,424 29,226 28,652 28,532
(3) 337 355 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

(C) 266,140 307,346 289,784 288,972 285,631 301,862 324,146 323,493 336,074 335,949 330,400 325,723
１． 217,176 229,150 234,779 238,751 240,357 259,513 278,671 278,940 279,740 280,541 281,343 282,157
(1) 43,813 44,633 44,856 45,080 45,306 45,532 45,760 45,989 46,219 46,450 46,682 46,916

43,813 44,633 44,856 45,080 45,306 45,532 45,760 45,989 46,219 46,450 46,682 46,916

(2) 64,515 74,045 78,409 78,500 78,530 78,560 78,590 78,630 78,660 78,690 78,720 78,760
24,270 26,837 32,200 32,300 32,330 32,360 32,390 32,430 32,460 32,490 32,520 32,560
16,784 28,578 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

249 700 709 700 700 700 700 700 700 700 700 700
23,213 17,930 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

(3) 108,848 110,472 111,514 115,171 116,521 135,421 154,321 154,321 154,861 155,401 155,941 156,481
２． 23,325 31,425 29,575 26,911 33,625 41,041 39,380 38,334 37,663 37,822 36,428 35,692
(1) 23,325 20,360 18,525 15,861 22,575 29,991 28,330 27,284 26,613 26,772 25,378 24,642
(2) 11,065 11,050 11,050 11,050 11,050 11,050 11,050 11,050 11,050 11,050 11,050

(D) 240,501 260,575 264,354 265,662 273,982 300,554 318,051 317,274 317,403 318,363 317,771 317,849
(E) 25,640 46,771 25,430 23,310 11,649 1,308 6,095 6,219 18,671 17,586 12,629 7,874
(F)
(G) 224 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
(H) △ 224 △ 220 △ 220 △ 220 △ 220 △ 220 △ 220 △ 220 △ 220 △ 220 △ 220

25,416 46,771 25,210 23,090 11,429 1,088 5,875 5,999 18,451 17,366 12,409 7,654
(I) 134,524 137,998 123,081 111,200 101,778 102,811 108,392 114,092 131,620 148,118 159,907 167,178
(J) 196,192 197,550 184,062 173,450 164,692 190,725 247,338 326,810 440,112 536,273 609,454 689,277

26,728 24,870 24,618 24,312 23,986 23,797 23,598 23,244 22,955 22,654 22,476 22,151
(K) 167,383 168,263 167,387 164,170 152,466 124,847 114,471 86,979 64,370 75,929 87,128 75,997

158,825 158,827 158,076 155,010 143,469 115,943 105,666 78,350 55,884 67,593 78,880 67,910
8,558 9,436 9,311 9,160 8,997 8,904 8,805 8,629 8,486 8,336 8,248 8,087

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 215,351 235,323 229,827 226,992 223,964 222,218 220,370 217,095 214,417 211,622 209,979 206,965

(N)

(O)

(P)

令 和 3 年
( 決 算 )

令 和 4 年
( 予 算 )

令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年 令和14年

受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入

特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金
う ち未 払金 ( 償 還元 金)

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)



様式第2号(法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 68,700 71,000 107,000 50,000 700,000 700,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

２．

３．

４． 33,532 35,650 36,292 35,650 36,292 34,860 31,486 27,059 25,367 20,295 12,320 12,235

５．

６． 32,000 32,000 28,000

７．

８．

９．

(A) 134,232 138,650 171,292 85,650 736,292 734,860 31,486 47,059 45,367 40,295 32,320 32,235

(B)

(C) 134,232 138,650 171,292 85,650 736,292 734,860 31,486 47,059 45,367 40,295 32,320 32,235

１． 100,875 104,350 135,463 50,000 700,000 700,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

２． 151,712 158,827 158,076 155,010 143,469 115,943 105,666 78,350 55,884 67,593 78,880 67,910

３．

４．

５．

(D) 252,587 263,177 293,539 205,010 843,469 815,943 105,666 98,350 75,884 87,593 98,880 87,910

(E) 118,355 124,527 122,247 119,360 107,177 81,083 74,180 51,291 30,517 47,298 66,560 55,675

１． 82,862 83,568 83,381 85,544 86,897 81,083 74,180 51,291 30,517 47,298 66,560 55,675

２． 35,493 40,959 38,866 33,816 20,280

３．

４．

(F) 118,355 124,527 122,247 119,360 107,177 81,083 74,180 51,291 30,517 47,298 66,560 55,675

(G)

(H) 733,842 646,015 594,939 489,929 1,046,460 1,630,517 1,524,851 1,466,501 1,430,617 1,383,024 1,324,144 1,276,234

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

24,478 45,164 31,664 32,193 31,883 49,860 73,992 76,614 91,873 94,741 91,409 89,866

24,478 34,044 21,664 22,193 21,883 19,860 23,992 46,614 81,873 79,741 76,409 74,866

11,120 10,000 10,000 10,000 30,000 50,000 30,000 10,000 15,000 15,000 15,000

33,532 35,650 36,292 35,650 36,292 34,860 31,486 27,059 25,367 20,295 12,320 12,235

33,532 35,650 36,292 35,650 36,292 34,860 31,486 27,059 25,367 20,295 12,320 12,235

58,010 80,814 67,956 67,843 68,175 84,720 105,478 103,673 117,240 115,036 103,729 102,101

令 和 3 年
( 決 算 )

令 和 4 年
( 予 算 )

令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年 令和14年

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

令 和 3 年
( 決 算 )

令 和 4 年
( 予 算 )

令和12年 令和13年 令和14年

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和11年令和10年


